
 

 

学校法人名城大学ハラスメント撲滅宣言 

 

学校法人名城大学（以下「本法人」という。）における人間関係は、自由で平等な関

係が保証され、互いに相手を尊重しあうことが基盤となっています。ハラスメント  （セ

クシュアル・ハラスメント、アカデミック・ハラスメント、パワー・ハラスメント、妊

娠、出産、育児休業、介護休業等に関するハラスメント及びその他のハラスメント）は、

個人の人権を侵害するものであり、いかなる場合にも許されるものではありません。  

本法人は、学生・生徒・教職員・学生及び生徒の保護者・関係者一人ひとりが個人と

して尊重され、ハラスメントのない適正な環境のもと、安心して修学とともに教育・研

究や就労に専念できる学校法人を目指していくことを、ここに宣言します。 
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